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I 足尾銅山問題と問中正造

環境問題あるいは環境破壊問題を論ずるとき，まず想起されるのは足

尾銅山問題である。この足尾銅山鉱毒事件となると，その立役者の田中

正造を論ぜざるを得ない。

我が国の最初の環境問題がこの足尾鉱毒事件である。

古河市兵衛がほとんど廃鉱になっていた足尾銅山を入手したのは明治

10年である。以来，彼の事業努力によって生産がのび，次の表1のよう

な成長を示した。（表1参照）

明治10年 46.2 明治18年 4131. 6 

11年 48.6 19年 3631. 2 

12年 90.6 20年 3017.4 

13年 92.4 21年 3820.8 

14年 174.0 22年 4887 .6 

15年 133.8 23年 5847.6 

16年 653.4 24年 7622.4 

17年 2309.4 

表 1 足尾銅山生産高推移（単位トン）

明治10年から24年の14年間の平均成長率は44%である。日本の経済成

長率は過去 100年平均4%と考えられる。それと比較すると驚異的成長
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率である。

足尾の山奥を水源として，群馬県と栃木県の県境を流れているのが渡

良瀬川である。この川は桐生・足利の機業地に清水を供給し，両岸の沃

土に天胞を供与する母なる川であった。しかし，足尾銅山開発と共に鉱

毒が流れ，一大災害が発生しだしたのである。

明治14年には栃木県令で，渡良瀬川の魚、は有毒と警告している。

古河はフランスのシンジケートと契約を締結し，明治21年～23年の 3

年間に， 19,0CDトンの銅の提供を約した。ここに古河は鋭意事業発展に

努力した。

足尾の事業の成長は渡良瀬沿岸の鉱毒災害の成長をもたらした。

足利郡吾妻村では，ついに明治23年12月臨時村会を開き，村長の名を

もって上申書を栃木県知事に提出した。この上申書が鉱毒問題に関する

最初の公的運動であったロそれは次のものである。

上申書

謹で知事閣下に申す。上都賀郡足尾町古河市兵衛所有の製鋼所より

流出する丹磐毒が，耕作物に損害を奥へ地方農民の困難一方ならず，

主主に臨時村舎の決議に依り柳か事責を略記し上申仕候。

抑も本村は渡良i頼沿岸に接L，従来農業を以て生活を主主ぐるものな

れ然るに足尾銅山年々盛大に赴き，該川に流下する丹馨水随て年々

多きを加へ，該丹室主毒のj開り農産物のみならず植物及び魚族に至るま

で害を奥へ，其賓蹟頗る多しと雄も，先づ其大なるものを奉れば左の

如し。

←） 本村田作の賓況を遮ぷるに，移植後気候順にして除草其他の手入

十分に蓋L，今や出穂せんとする際出水あり，矯に回面に浸入せらる

るや，丹撃事毒穂に浸染し，忽ち腐敗しー穏をも見る能はず。往古は一

度出水ありて多少害を被るも，国一面に残る澱土は肥料となり，雨三

年は肥料を要求せずとも猶稲作繁茂を見たるに，近年該澱土却て有害
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となり，古来的肥料の倍数を施すも年々牧穫を減ず。慨に明治21年よ

り今年に至るまで未曾有の逗作に遜遁L，一粒の牧穫を見ざる不幸に

至る，之れ其ーなり。

（斗本村畑作は大小委菜種なり。之れが寅況を観察するに，前記の如

く出水後澱土最も作物の肥料となり生育頗る好〈，俄令出水ありて夏

作物たる大小豆が多少被害を受るも，大小委菜種の牧稜多きを以て敢

て意となさゾ｝］しが，近年之に反して該澱土の有害なるが矯め，毎秋

播種期に至り播種するも，後生後更に生育の景欣なく，宇ば枯死する

ものあり。仮令幸にして枯死せざるも生育悪しし震に年々牧穫を得

る能はず。之れ其二なり。

（弓本村の勉強なる農夫は春期中絵暇の際，渡良瀬沿岸寄洲に沈澱す

る土を適宜の方法に擦り，我田畑に運搬し肥料の一助となし来りしが，

今春大字上羽田のー農夫該方法を己の回に履行せし所，量計らんや反

て有害となり，隣国の稲作より生育の劣ること数等なり。故に村民一

同之を賓見し，丹型車毒の甚しきに驚傍せり。之れ其三なり。

岡本村に於ては近年養認の必要を覚へ，繍々桑樹の植付あり。然る

に渡良瀬川沿俸の桑樹に至ては，近年の洪水にて枯損の分は更に根付

かず悉〈枯木となり，僅に十分の一二を徐すのみ。是れ出水の都度畑地

澱土に混する丹毒事毒の結果にして，其植物に有害なる。之れ其四なり。

国近年渡良瀬川に魚族の根絶せしは掩ふべからざる事寅にして，該

川は往古より鮎其他の雑魚、に富み，県高舎開設以来地方税を納めて漁業

を営むもの本村内に百五六十人徐ありしが，爾来魚類の減すると共に

該営業者も年々減少し，現今僅に十四人の漁業者あるのみ。然りと雄

も該営業者は渡良瀬川に於て漁業をなすにあらず，遊漁の矯め他川に

於て之をなすものなり。丹型車毒水の魚族に有害たる，之れ其五なれ

以上列場する所により，足尾製鋼所より流出する丹磐水の，農産物の

みならず植物及び魚族に至るまで有害なること判然たり。震に本村大

字下羽田の如き，一粒の牧穫を得る能はず，終に地租補助を受くるの



28 

不幸に至る。之れ濁り我が吾妻村のみならず，渡良瀬沿岸の各村落は

同ーの害を被り，多年を侯たずして荒蕪のー原野となり，村民悉く離

散せん。関下請ふi度良i頼沿岸村落の惨況を洞察し，一個人の営業向矯

め枇舎公盆を害する者に付，其筋へ裏請の上，製鋼所採掘を停止し，

渡良瀬i白岸村民的農業を増進し，安寧幸福町域に到らしめんことを希

望に堪へず。依て町村制第35保第 2項により，此段上申候也。

明治23年12月18日

足利郡吾妻村々長 亀田佐平

結局，米作の被害，畑作の被害，耕地内被害，養蚕の被害，魚類の被

害をうけている。そして，この鉱毒が近隣社会を破壊し，村民は離散す

る事になるだろうと指摘している。

これを受けて，栃木県議会も県知事に対する建議書を可決した。

その内幸子は大略次の通りだった。

足尾銅山内事業が盛んになると共に，ますます鉱毒が渡良瀬川を流下

する。そのため，；魚類は絶滅しそうである。また，一朝洪水氾濫したら，

沿摩の田の稲穂、は枯死する事は周知の事実である。このままにして数年

たてば沿岸の人民の財産が破壊されてしまう。

「閣下が下情を洞察し適当な害毒を除却する方法を講じる事を伏し

てお願い申し上げる。」 時に，明治23年12月であった。

この年の洪水が甚大な被害を起した。そこで，渡良瀬沿岸の青年有志

が奮起し，鉱毒の学術調査に着手する事になった。

しかし，農商務省地質局はこの調査を次のように言って拒否した。

畑土並に流水の定量分析を出願致度旨にて現品分量間合の極領承。

然るに右分析の義は嘗所に於て依頼に感じ難〈候間，右様承知有之度，

此段通知及候也。

明治24年4月22日 地質調査所



環境問題と決定分析 29 

この理由は農商務大臣は陸奥宗光であり，彼の子供が古河市兵衛の養

子であった。

これに対L，東京帝国大学農科大学教授古在由直の回答は次町通りだ

った。

過日来御約束の被害土壌四種調査致候庭，窓〈銅の化合物を含有致

L，被害の原因全〈銅の化合物にあるが如く候。 ~lj紙は分析の結果及

被害困の庭理法に御座候．不具。（別紙略）

明治24年6月1日 古在由直

このような結果をふまえて，田中正造は明治24年12月，第 2回帝国議

会に鉱毒問題を始めて提出した。これ以来，田中はこの問題に一生を捧

げる事になった。

彼の帝国議会に提出した質問書は次のものである。

足尾銅山鎖毒加害の儀に付質問書

（明治24年12月18日，衆議院提出）

大日本帝園憲法第27i長には，日本臣民は其所有権を侵さる、ことな

しとあり。又日本坑法第3項には試掘若は採掘の事業，公益に害ある

時は，農商務大臣は既に奥へたる許可を取消すことを得とあり。鏑業

保例第19i章第 1項には，試掘若は採掘の事業公共に害ある時は，試掘

に就ては錆山監替署長，採掘に就ては農商務大臣，既に奥へたる認可

若は特許を取消す事を得とあり。然るに栃木勝下野図上都賀郡足尾銅

山より流出する揮での鍛害は，群馬栃木雨燃の聞を通ずる渡良瀬川沿

岸の各郡村に年々巨寓の損害を被らしむること，去明治21年より現今

に亘り，毒気は愈其度を加へ，田畑は勿論飲用水を害L，堤防草木に

至るまで其害を蒙 I），将来向如何なる惨状を呈するに至るやも測り知

る可からず。数年政府の之を緩漫に付し去る理由如何。既往の損害に
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封する救治の方法如何ロ将来の損害に於ける防遇の手段如何。

この質問書を出しても一向に答弁がない。そこで，彼は再度，一週間

後の12月24日．衆議院予算会議農商務省費自の議事中に質問演説する。

一週間どころではない。 10年たっても，官憲の弾圧はあっても，事態の

改善がとられない。そこで，彼は明治34年12月10日，天皇に直訴した。

その直訴文は名文家の幸徳秋水の手になった（文献1）。

以上の足尾銅山問題をモデル化すれば，次のようになる。（図 1参照）

足尾銅山

（古河市兵衛）

図1 足尾銅山一一政府一一農民関係

足尾銅山は鉱害を私的費用とすべき所を，社会的費用とした。そのた

め，渡良瀬沿岸農民の財産が破壊されていった。政府は仲裁者として，

足尾銅山と渡良瀬沿岸農民の中間に立つべきで，それが余りにも，足尾

銅山の側に立ち，農民の運動を政治権力によって弾圧していった。それ

に対L，古在由直教授は中立的であった。政府も，古在由直の立場に近

い立場をとり，対策を講じるべきだっただろう。

きて，上述の足尾銅山鉱害問題の基本問題は何か。それは次の2つに

集約できるだろう。

1 .環境アセスメント問題

2.利害者聞の交渉問題

1の問題については農商務省地質局は調査する事さえ拒絶した。その

札古在教授の姿勢は学者的良心の上に立っていた。
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2の問題については，交渉の問題になっていない。示談書を無理に書

かせて，以後鉱毒を口にできないようにした。あるいは官憲の騎馬隊が

陳情する農民をけちらしている。政府は仲裁者として，足尾銅山及び農

民の交渉を円滑に進むようにすべきであろう。

現在仏環境問題あるいは環境破壊問題は深刻な問題である。しかも，

その問題の基本構造は足尾鉱害問題の構造と変らない。そこで，本論で

は，上述の2問題を以下で考察する。

II 環境アセスメント問題

人聞の生存そのものがその環境との闘いである。したがって，人聞が

行動するとき，何らかの意味で，環境に影響を与えている。この影響が

小さいうちは問題にならない。しかし，何か大型プロジェクトをやる時，

環境に与える衝撃は非常に大きなものになる。前述の足尾銅山鉱毒事件

は環境破壊の事例であった。

この穫の環境に対する衝撃あるいは破壊は今日，我われの日常生活に

よく見る事象である。そこから，昭和40年代初めから大規模工業開発予

定地域を対象として，産業公害総合事前調査が行なわれてきた。これが，

本格的になったのは昭和47年以降である。

昭和47年6月，政府の「各種公共事業に係る環境保全対策について」

の閣議了解により，公共事業について環境アセスメントを実施する事に

なった。また，昭和48年から，港湾計画策定あるいは公有水面埋立ての

場合にも，環境アセスメントが必要になった。その後は，道路や新幹線

についても環境アセスメントが義務つ”けられてきた。

事例研究

本論て”は関西電力的資料によって検討を進めて行〈。

火力発電所建設の手続きは図2の通りである。
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地元の方々 の
基本同意

｛漁業協時盛合など）

環壇の現況
譲ll!<＜二対する
地域由同意

府（県）知事的
同意

通商産業省が
電力会杜を指噂

（注）〈〉電力会社が実施する分野

図2 火力発電所建設に伴う手続きのあらまし

通商産業省
の現地調査
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図2の環境の現況調査は次図のようになる。

環境の現況調査
自然環境の調査

社会環境の調査

図3 環境の現況調査

図3の調査項目は次の通りである。

地上気象観測
（風向，風速，日射量，気温，湿度など）

高層気象観測
（風向，風速，気温の鉛直分布など）

大気環境濃度測定
（硫黄酸化物，窒素酸化物，浮遊ふんじんなど）

海象，海域状況調査

（糊帆糊地質，潮位，波浪，流況，）
水温，塩分，水質，底質，漂砂など ／ 

海生生物調査

（潮間帯生物底生生物海藻魚等の ） 
遊泳動物，魚卵，稚仔，プランクトンなど

地形，地質調査（地形，地質など）

動物，植物調査（動物，植生タ土壌など）

騒音，振動調査
（騒音，騒音伝播特主，振動など）

自然景観，自然保護調査
（自然景観，自然公園など）

社会経済調査

（人口，土地利用，海域利用，産業糊，）
交通，輸送など ／ 

生活文化調査
（文化財，レクリエーション施設など）

図4 現況調査の項目
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次の段階は環境保全対策である。

これは具体的な発電所計画をつくるとともに，この計画が地域環境を

損うことのないように環境保全対策を検討する。それは大別して，大気

汚染防止対策，水質汚濁防止対策及びその他の環境保全対策である。そ

の内容は次のものである。

その他の

環境保全対策

硫黄酸化物減少対策

室素酸化物減少対策

ばいじん減少対策

地表濃度低減対策

追跡調査（モニタリング）

環境監視は対策を講じた後円追跡調査である。

図5-a 環境線全対策

構内排水対策

漏泊防止対策

温排水対策

追跡調査（モニタリング）

図 5-b

騒音防止対策

振動防止対策

産業廃棄物対策など

｜ 〔環境調和対策〕

ト－－~環境緑化（エコロジー緑化）｜
L __ -1景観対策 ｜ 

図 5-c
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次に予測段階が検討される。

環境保全対策が具体的に採用され，発電所が操業した場合，現在的環

境がどのように変化するか予測する。

その方法としてはシミュレーション（simulation）が使われている。

シミュレーションは通常，次の三種に分類されている。一つは画像シ

ミュレーション（iconicSimulation），二つは類似シミュレーション（ana-

!ague simulation），三つは記号ンミュレーンヨン（symbohcsimulation) 

である。関電では，画像ンミュレ ションと記号シミュレーションが利

用されている。函像シミュレーションの典型的例は風洞実験である。か

つては飛行機の流体力学の実験として利用された。ここでは排煙の拡散

実験として風洞実験が使用されている。また，温排水の拡散実験として

画像シミュレーションの水理模型実験が利用されている。

次は評価段階である。

排煙や温排水などについて予測結果が環境の現況に！照らし，公害の防

止や自然環境の保全の面で支障をきたさないかどうかの評価をする。

この評価は①人的健康の保護，②生活環境の保全，③自然環境の適正

な保全，以上3つの観点から評価されている（文献2）。

両主扇の雇扇1
関電の環境アセスメントは非常に近代的装備による極めて優れたもの

である。本論の冒頭に述べた足尾鉱毒問題とは全〈雲泥の差である。こ

のような発展は国の定めた環境基準や地方公共団体の行政指導に負う所

が大きい。本節ではさらに環境アセスメントの方法論を論議する（文献

3 ）。

前述の関電の事例のアセスメントは環境保全対策の評価問題であった。

より根本的には発電所をどこに設置するかの評価問題がある。これらを

含めて，以下では行動の代替案が環境に与える衝撃を評価する問題を考

える。その接近方法は決定分析（deci田onanalysis）である。
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決定分析は次の4段階に分割できる。（1）問題の構造化，（2）環境に対す

る衝撃の量とその尤度，（3）選好構造の確定，（4)(1）から（3）までの情報を

総合し，代替的行動の評価。

段階1 ：問題の構造化

この段階は次の分析が必要である。

①提案されている行動及びその代替的行動の列挙

②現況の環境調査

③衝撃の可能性のある領域の認識

④衝撃の測定尺度の確立

⑤意思決定者及び利害者集団の認識

②の環境調査，③の可能性のある領域の認識，④の尺度の確立は次のよ

うにする。

( i ）全般目標の認識

( ii ）全般目標を部分目標に分割

(iii）各部分目標の属性の認識及び尺度の確立

これは大略図3及び図4のようにする。上位から下位へトップ・ダウ

ン式に行なうのが一般的である。

属性IiKeeneyとRai旺a（文献4）の指摘するように次の特性を満たす

ものであるべきである。

( i ）完全性当該問題の重要な全局面をカパーしている

( ii ）操作性一決定分析は操作主義に立っている

(iii）非冗長性重複している属性のないようにする。二重計算の

排除

(iv）最小性一問題をとらえる属性の次元は可能な限り小さくす

る

発電所の全体的目標から満たすべき立地条件としては次のものが考え

られる。

( i ）公衆の健康及ぴ安全を最大化する
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( ii ）生態論的マイナス効果を最小化する

(iii）社会・経済的7 イナス効果を最小化する

(iv）経済的費用を最小化する

( v）消費者に高品位のサービスを供給する

これをさらに下位目標に分割する。それを操作主義的に測定する。

段階2：環境に対する衝撃の量とその尤度

属性をx,,x，，…・・， Xoとする。 x=(x., x,, ・・・・, x，）は属性x,
の量がむである。行動むのとき，x，がむとなる確率密度関数を／｛｛x,)

とする。 I,( x lは行動aJのとき，属性Xがxとなる同時確率密度関数

を示す。

確率変数x,,x，，…・， X，が統計的に互いに独立ならば次式が成立

つ。

ji( x) = /{(xi)/Hx,) ・・－／~（ x,) (1) 

特定の行動的結果は自然的状態（astate.of nature) sに条件づけられ

ている。そこで，統計的独立性を仮定すると，次式となる。

/;(xis) =/{(x, ls)/i(x,ls ）···／~（ x,ls) (2) 

同時確率密度関数I,(x）は次式となる。

ji(x )= f,/,(xis)/H s )ds (3) 

段階3：選好（効用）構造的確定

一般に，環境問題は多目的問題である。すなわち，多属性効用理論が

応用される。周知のように，この関数型には加法型と乗法型がある。

加法型 U(x）＝土K,U;(x,) (4) 

0 

乗法型 l+KU(x) = ij[l+KK,U,(x;)] (5) 
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効用関数が上述の加法型あるいは乗法型になるには，次の二つの基本

的仮定（選好独立と効用独立）が各属性について満たされている。

たf!l,

( i ) 0孟U孟 l

0 ~三 u ，三三 1. ' =l, ・， n 

(ii) 0 <K，く 1

(iii) 1 +K=l¥O+KK,) 

選好独立： (x,, ・・ , x，）が一定の時，対（Xi,X2）の選好は（x,, , x,) 

の水準に依存しないなら，対（Xi.X2）は他の属性（x,,、x，）から選好

独立である。他の任意の対（X;,X；）についても同じことが成立するとする。

選好独立は属性x，と X2のトレード・オ7は他の属性Xs，・・， x，に依存

していない事を言う。

効用独立：（x,,・・・, x，）が一定の時， x.の選好は他の属性（x，，.・・，x,) 

の水準に依存しないなら， x，は効用独立である。他の属性についても同

じことが成立する。

なお，厳密に選好独立と効用独立が満たされなくとも，上述の効用関

数は十分利用できる近似関数となる。

環境アセスメント問題では．複数の当事者が代替的行動を評価する問

題がある。発電所をつくる側と地域住民とでは，その発電所に関する効

用は異なる。

序数的効用でbはアロ の逆説により，集団の効用関数は得られない。

しかし，本論的効用は基数的効用である。基数的効用では集団の効用関

数が得られる。

Wを集団効用関数とする。 P1は行動むによる結果xの生起する集団の

主観確率とする。 Wは集団構成員各買の効用関数の上に立っている。お

も各員の確率推定値によっている。

すなわち，
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W(x) =W[U,(x), U,(x），…， U,(x)] (6) 

KeeneyとKirkwood（文献5）はある一組の仮定的下で，集団効用関数

として次の乗法型が利用できる事を示した。

AW(xl+l =II ［λムU,(x l+l] (7) 
k=<l 

多属性効用理論が電源開発その他の開発問題に応用された例は多い（文

献3'6）。

Ill 利害者聞の交渉問題

長期的電力の安定供給のために，電源立地は重要問題である。しかし，

その立地計画・実施が環境問題とのかかわりで，必ずしも円滑に進んで

いなし、。電力会社と地元住民との長期にわたる交渉が続けられるケース

が多い。なかには， r福江島石油備蓄」や「南総開発」のように最終的に

計画が中止になったものもある（文献7)。

この極的問題では，反対同盟や反公害，反開発運動が展開する事が多

い。成田空港反対運動は物理的力の行使による衝突である。このような

反対運動は交渉でなく，戦争に近い闘争である。それを見あやまると，

そこに生ずる犠牲は大きい。

成田を空港とする立地上司決定は故河野一郎の独断だと言われる。ア

セスメントの不十分きが，後に残すコストは甚大である。

筆者の居住する東京都府中市に斎場建設の問題が生起した。昭和57年

の事であった。府中市には既存の火葬場がある。その処理能力は当市の

死亡率を上まわるものである。そこに，火葬場を含む，駐車能力1,000

台の駐車場つきの斎場をつくるというのである。しかも，その場所が米

軍から返還になった市の中心部である。当市の有権者数約7万人のうち

2万名以上向反対署名が集められた。市はじまって以来の大量的反対署

名数である。この署名数をもっτ，市議会に請願が出された。市長が強
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引に斎場建設にふみきったら，市長リコーJレの動きが住民側に見えだし

た。この時，市会議員の選挙も近づいていた。市長は，この請願が出さ

れたままでは選挙はできないとの判断をした。市長は反対住民側に請願

の取り下げを求めてきた。住民側に意見の分裂が生じた。

この状況は囚人のジレン7 ・ゲームで記述できる。

住民側の戦略としては請願を取り下げると取り下げないとがある。前

者をa，とし，後者をむとする。市長の取り得る戦略として，斎場建設を

強行しない（b，）と，強行する（ b，）がある。

住民側には請願を取り下げた段階で，すなわち，住民側がa，を取っ

た段階で，市長が斎場を強行建設するだろうとの強い主張があった。事

態はそれほど緊迫していた。適式にそれは可能だったのである。その時，

住民は裏をかかれ，その利得は－ 2と評価できょう。一方，市長として

は，「してやったり」と，その利得は＋ zと評価してもよいだろう。住民

側が請願を取り下げ（ a.），市長も強行しない（ b，）ときは，住民はほっと

し，市長もある政党との風評の黙約は果たせないが，反対住民とは平和

が回復する。その利得はそれぞれ十 lと÷lと考えられる。住民側があ

くまでも戦い（ a，），市長は強行しない（ b，）ときは，反対住民は勝利をよ

ろこび，市長は敗北感に悩むだろう。その利得はそれぞれ＋ zと 2と

考えられる。住民側が戦い（ a，），市長も強行策（ b，）をとれば，互いに傷

のつけあいになる。両者の利得はそれぞれー 1と 1と評価されよう。

市長
＼ 

住民側
b, 2

 
・h
u

a, 

a, 

表2 囚人のジレンマ・ゲーム
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反対住民の大会がもたれた。市長からの要望の請願を取り下げるかど

うかについての大会であった。反対署名運動は戦闘意欲に支えられた行

動であった。 T大のM講師は特に強しむを~nち請願を取り下げず，た

とえ敗れても戦うべきだと主張した。これまでの市の対応に強い不信感

を持っていた。筆者は請願取り下げ， ~nち a，の選択を主張した。筆者も

不安であった。 a，を選択した故に，市長がb2を選択するかも知れない。

非常に危険があった。しかし，筆者は表2のような利得表を呈示して，

h 選択に賭ける事を主張した。 M氏は筆者を裏切り行為と批判した。 W

大のT教授も a，選択の危険性を恐れていた。

しかし，住民大会では a，即ち請願取り下げに衆議が決まった。 現在

（昭和61年10月1日）でも市長が b2を強行する可能性は皆無ではない。し

かし，斎場予定地に隣接して，公立中学校ができた。また，近くに音楽

堂ができるとも噂されている。火葬場になじまない施設がて”さつつある。

しかし，前述したが，適式に市長は何時でも斎場工事を開始できる状況

にある。

表2で，相手に対する不信感に立てば，この最適戦略はミニ，..，クス

戦略である。即ち，住民側はむを，市長はb2を選択する事になる。これ

をミニ，..，クス点と呼ぽう。その時の利得はそれぞれー 1と 1である。

両者の合計算は 2となる。

これに対L，相手に対L，互いに信頼をおき， h とb，が選択されれば，

その利得は＋ 1と＋ 1である。その令計は＋ 2である。この点をナッシ

ュ（Nash）点という。相互に信頼感に立てば，もちろん危険性はあるが，

ミニマックス点よりは優れた点に達する事ができる。

それにしても，この斎場問題では市長側も住民も大変なエネルギーを

浪費してきた。この最大原因は市行政側の環境アセスメントの不十分に

ある事に注意したい。

カーベンターとケオ、ディ（文献8）は「常識による環境上の対立を管理

する」と題して，次のように論じている。
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カーベンタ一等はACCORDの役員である。このACCORDは環境

問題の調停的仕事をしている団体である。

「対立の虜になった個人は明らかに普遍的な現象の餌食になる。それは

対立が進行するにつれ，ますます常識を使用できなくなる傾向がある。

我われの経験上，複雑な問題を管理しなければならない人が共通して破

る7つの原理を以下て、検討する」という。

この7つの原理とは次のものである。

原理l：良い解を見出すためには，当面している問題を理解しなけれ

ばならない。

原理2：戦略を立てる事はより良い解に達することを助ける。ここに

いう戦略は段取り・準備と考えてよい。

原理3：人間関係は技術的データと同様重要である。

原理4：必要情報がないことは対立を激化する。

原理5：当事者は基礎データでは意見の一致をみていなければならな

い。全くの一致は期待できなくとも，ある程度，妥当な範囲

での一致が必要である。

原理6：紛争解決の手続きをいかにするかに積極的に関与する事は建

設的な問題解決へと結果する。

原理7：良い解は面子より利害の上に立つ。

そしてカ ベンタ一等は結論で，「対立は自由社会では自然な事であり，

また必要な事である。しかし，急増する紛争は社会を害L，犠牲を多く

している。賢明な解を見出し得ない結果は一層深刻な事態になってきた」

という。そして上述の7つの原理は多くの対立状況に適用され，成功し

たという。

図6で，横軸に交渉者Aの効用U(A），縦軸はBの効用U(B）をとる。

扇形oacbは交渉可能集合である。この範囲内なら，交渉妥結しても

非合理ではない。ただし，原点。は現状とする。すなわち，交渉妥結点が

原点。の右上方にある事は， Aにとっても Bにとってもこの妥結は現状



環境問題と決定分析 43 

U(A）×U(B) 

図6 ナッシュ点

よりは良い事を示している。思状線ac bを交渉集合という。この線上の

点はパレート最適にある。

交渉集合とU(A）×U(B）の接去がナッシュ点である。この点でU(A)

×U(B）が最大になっている。これは（ i ）効率性（efficiency）と（ ii ）公平

性（fairne田）のこ条件から誘導できる。すなわち，ナッシュ点は効率性

と公平性の条件を満たしている。

囚人のジレンマ・ゲーム（表2）をグラフ化する。

U(A) 

図7 囚人のジレンマ・ゲーム
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図7である折線ac bが交渉集合である。点cでU(A)XU(B）が最大

であり，点cはナ yyュ点である。点dはミニマ yクス点である。点d

は現状の点。より悪化の状態にある。

交渉としては占dで妥結するのではなし点cに達しなければならな

し、。

互いに不信の哲学に立てば論理的にd点に落ち込む。これより脱却し，

ナッシュ点に達するには論理だけではなし倫理が関係している。共存

の倫理なしには点cには達することができない。交渉当事者の満足の総

計が極大でなければならない。交渉当事者の満足の増加分が等しくなけ

ればならない。このような共存の倫理思想が，交渉者をナ yシュ点へ導

くのである。

これの具体的な指示が前述のカーベンターの常識あるいは良識の活用

の重要性である。

N むすびにかえて

田中正造が永眠したのは大正2年9月4目だった。彼の最後の言葉は

次のことだったという。

「これからの， 日本の乱れ J 

彼が携帯していた遺品は菅笠ーっと頭陀袋であった。袋の中には新約

聖書一冊と日記三冊と鼻紙少しばかりがあったという。

彼の日記は同年8月2日てー終っている。その最後の文は次て’あった。

「悪魔を退くる力なきは，その身もまた悪魔なればなり。すでに業にそ

の身悪魔にして，悪魔を退けんは難し。ここにおいて憐悔洗礼を要す。」

足尾鉱毒事件の闘士田中正造はキリスト者であったと言えよう。

ここに環境問題に取組む人間像を見る思いがする。その行動倫理は「心

を尽くし，思いをつくして主なる汝の神を愛せよJ と「己れの如く汝の

隣人を愛せよ」ということである。
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DECISION ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

<( Summary >-

Tadashi F吋ita

I would like to dJScuss an application of decision analysis to environ-

mental problems. Emissions from copper mines emerged as the first 

senous pollu祖onproblem m Japan. This began in 1877, Shozo Tanaka 

was the leader of a group of farmers and fishermen who opposed the 

policy of也eAshio copper mine company. By analysing this problem 

we C阻 understandthe essence of the environmental problem τhis 

problem consists of two p町ts one is environmental田sessment,while 

the other is a series of negotiations田nongvarious interest groups. 

Kansai Power Company serves回世1efocal point担 referenceto its 

assessment of the environmental impact in constructing a new power 

plant. In addition, I would like to suggest that a multi-attribute ut出ty

function should be applied to this problem. In reference to the negotia-

tion problem I need to make ment10n of世田 Cl吋Imovement ag剖nst世田

town office. The issue was the construction of a crematory in血ecenter 

of the city. Cooperative decision-making is stressed to solve such envuon-

mental conflict 


